
議案第３２号 

 

 

専決処分事項の承認を求めることについて 

 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１

項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、こ

れを報告し、承認を求める。 

 

 

 

令和５年５月１９日提出 

印南町長 日裏 勝己 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



専決第４号 

 

 

専決処分書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、特

に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると

認め、次のとおり専決処分する。 

 

 

 

令和５年３月３１日 

印南町長 日裏 勝己 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

令和４年度 印南町一般会計補正予算（第８号） 

 

 令和４年度 印南町一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによ

る。 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ２７１，７００ 千 

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ ７，６２７，２４８

 千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は「第２表 地方債補正」による。 

 



1 996,443 63,482 1,059,925

1 町民税 321,801 45,600 367,401

2 固定資産税 605,002 10,800 615,802

3 軽自動車税 39,640 1,982 41,622

4 町たばこ税 30,000 5,100 35,100

2 71,696 6,353 78,049

1 自動車重量譲与税 44,000 4,996 48,996

2 地方揮発油譲与税 14,000 2,369 16,369

3 森林環境譲与税 13,696 △1,012 12,684

3 800 △399 401

1 利子割交付金 800 △399 401

4 4,000 1,779 5,779

1 配当割交付金 4,000 1,779 5,779

5 5,900 △1,752 4,148

1 株式等譲渡所得割交付金 5,900 △1,752 4,148

6 4,200 5,290 9,490

1 法人事業税交付金 4,200 5,290 9,490

7 130,000 47,006 177,006

1 地方消費税交付金 130,000 47,006 177,006

8 26,000 8,487 34,487

1 ゴルフ場利用税交付金 26,000 8,487 34,487

9 8,700 △1,553 7,147

1 環境性能割交付金 8,700 △1,553 7,147

10 7,000 △83 6,917

1 地方特例交付金 6,000 △1,332 4,668

2 新型コロナウイルス対策地方税減収補填特別交付金 1,000 1,249 2,249

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

環境性能割交付金

地方特例交付金

町税

地方譲与税

利子割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

法人事業税交付金

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円



11 2,100,700 400,385 2,501,085

1 地方交付税 2,100,700 400,385 2,501,085

12 870 △136 734

1 交通安全対策特別交付金 870 △136 734

13 14,544 △1,330 13,214

1 負担金 14,544 △1,330 13,214

14 58,962 △8 58,954

1 使用料 37,726 △4 37,722

2 手数料 21,236 △4 21,232

15 1,104,630 △67,460 1,037,170

1 国庫負担金 231,139 △13,913 217,226

2 国庫補助金 862,129 △52,128 810,001

3 国庫委託金 11,362 △1,419 9,943

16 518,208 △27,370 490,838

1 県負担金 385,512 △8,240 377,272

2 県補助金 106,614 △15,986 90,628

3 県委託金 26,082 △3,144 22,938

17 11,471 9,121 20,592

1 財産運用収入 11,470 9,121 20,591

18 110,001 7,222 117,223

1 寄附金 110,001 7,222 117,223

19 332,877 △170,900 161,977

1 基金繰入金 314,549 △170,900 143,649

21 24,851 △3,434 21,417

3 雑入 24,769 △3,434 21,335

22 1,625,200 △3,000 1,622,200

財産収入

寄附金

繰入金

諸収入

町債

地方交付税

交通安全対策特別交付金

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

補　正　額

 千円

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円



1 町債 1,625,200 △3,000 1,622,200

7,355,548 271,700 7,627,248

計

 千円  千円  千円

歳　　入　　合　　計

款 項 補正前の額 補　正　額



2 1,274,755 419,763 1,694,518

1 総務管理費 1,127,560 428,179 1,555,739

3 戸籍住民基本台帳費 41,731 △5,170 36,561

4 選挙費 25,300 △3,246 22,054

3 1,988,826 △48,345 1,940,481

1 社会福祉費 1,855,724 △35,875 1,819,849

2 児童福祉費 132,732 △12,470 120,262

4 697,567 △33,900 663,667

1 保健衛生費 445,670 △33,900 411,770

5 220,910 △26,164 194,746

1 農業費 143,124 △14,203 128,921

2 林業費 34,223 △12,095 22,128

3 水産業費 43,563 134 43,697

6 55,125 △4,337 50,788

1 商工費 55,125 △4,337 50,788

7 1,132,147 0 1,132,147

2 道路橋梁費 770,775 0 770,775

8 171,753 △3,931 167,822

1 消防費 171,753 △3,931 167,822

9 1,024,169 △30,625 993,544

1 教育総務費 70,299 △242 70,057

2 小学校費 101,525 △28 101,497

3 中学校費 451,700 △34 451,666

4 社会教育費 47,689 △65 47,624

6 幼児対策費 329,321 △30,256 299,065

12 6,024 △761 5,263

消防費

教育費

予備費

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費

商工費

土木費

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円



1 予備費 6,024 △761 5,263

7,355,548 271,700 7,627,248

補正前の額 補　正　額 計

 千円

歳　　出　　合　　計

 千円  千円

款 項



１　総　　括

（歳　　入）

1 町税 996,443 63,482 1,059,925

2 地方譲与税 71,696 6,353 78,049

3 利子割交付金 800 △399 401

4 配当割交付金 4,000 1,779 5,779

5 株式等譲渡所得割交付金 5,900 △1,752 4,148

6 法人事業税交付金 4,200 5,290 9,490

7 地方消費税交付金 130,000 47,006 177,006

8 ゴルフ場利用税交付金 26,000 8,487 34,487

9 環境性能割交付金 8,700 △1,553 7,147

10 地方特例交付金 7,000 △83 6,917

11 地方交付税 2,100,700 400,385 2,501,085

12 交通安全対策特別交付金 870 △136 734

13 分担金及び負担金 14,544 △1,330 13,214

14 使用料及び手数料 58,962 △8 58,954

15 国庫支出金 1,104,630 △67,460 1,037,170

16 県支出金 518,208 △27,370 490,838

17 財産収入 11,471 9,121 20,592

18 寄附金 110,001 7,222 117,223

19 繰入金 332,877 △170,900 161,977

21 諸収入 24,851 △3,434 21,417

22 町債 1,625,200 △3,000 1,622,200

7,355,548 271,700 7,627,248歳　　入　　合　　計

 千円  千円

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円













































第２表 地方債補正 

 
（ 変 更 ）                           単位：千円 

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

過疎対策事

業債 

補

正

前 

７６９，８００ 証書借入 

年３．０％ 以内（ただ

し、利率見直し方式で

借り入れる政府資金

及び地方公共団体金

融機構資金について、

利率の見直しを行な

った後においては、当

該見直し後の利率） 

政府資金については、その

融資条件により、銀行その

他の場合にはその債権者と

協定するものによる。ただ

し、町財政上の都合により

据置期間及び償還期限を短

縮し、又は繰上償還もしく

は低利に借換えすることが

できる。 

補

正

後 

７６７，１００ 〃 〃 〃 

緊急防災・ 

減災事業債 

補

正

前 

７８６，２００ 〃 〃 〃 

補

正

後 

７８５，９００ 〃 〃 〃 

 


